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表紙*電子提供措置用*

証券コード：6775

第92回　定時株主総会

招集ご通知
開催日時
2026年６月26日（金曜日）午前10時
受付開始：午前9時

開催場所
東京都文京区湯島一丁目７番５号
東京ガーデンパレス　２階　高千穂
(末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議　　案

第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　会計監査人選任の件

第１号議案 定款一部変更の件

　
　

目　　次

第92回定時株主総会招集ご通知……………… １

第１号議案　定款一部変更の件 ……………… 5
第２号議案　取締役５名選任の件 …………… 6
第３号議案　会計監査人選任の件 …………… 11
事業報告 ……………………………………… 12

連結計算書類 ………………………………… 22

計算書類 ……………………………………… 24

監査報告 ……………………………………… 26
　

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使く
ださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限：2026年６月25日（木曜日）

午後５時15分まで
　 株式会社ＴＢグループ
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狭義招集

株 主 各 位 証券コード6775
2026年６月５日

東京都文京区本郷三丁目26番６号

代表取締役会長兼社長 村 田 三 郎

【当社ウェブサイト】

　https://www.tb-group.co.jp/

上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、ＩRニュースよりご覧ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＴＢグループ」又は「コード」に当社証
券コード「6775」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択の上、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。

第92回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供
措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに「第92回定時株主総会招集ご通知」として掲載し
ておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日のご出席に代えて、本招集ご通知とあわせてお送りする「議決権行使書」の郵送またはインターネット
によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、３頁の「議決
権行使についてのご案内」に従いまして議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具
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狭義招集

■1 日　　時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

■2 場　　所 東京都文京区湯島一丁目７番５号
東京ガーデンパレス　２階　高千穂
（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

■3 目的事項 報告事項 １. 第92期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第92期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

■4 議決権行使についての
ご案内 ３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。

　● 会社法改正により、電子提供措置事項について前記の各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交
付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律
に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の
定めにより、お送りする書面には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であり、また、監査役
が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正
後の事項を掲載させていただきます。

　● 株主総会決議通知につきましては、書面によるご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
　● 本総会の開催・運営に関して大きな変更が生ずる場合は、下記ウェブサイトにてお知らせいたします。

当社ウェブサイト（https://www.tb-group.co.jp/)

記

以　上
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前９時）

2026年６月25日（木曜日）
午後５時15分入力完了分まで

2026年６月25日（木曜日）
午後５時15分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案
◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取
り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）

4
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定款一部変更議案

第１号議案 定款一部変更の件

現　行　定　款 変　　　更　　　案
第１条～第５条　（条文省略）

（発行可能株式総数）
第６条  当会社の発行可能株式総数は、２千万株とする。

第７条～第４２条　（条文省略）

第１条～第５条　（現行通り）

（発行可能株式総数）
第６条  当会社の発行可能株式総数は、５千万株とする。

第７条～第４２条　（現行通り）

株主総会参考書類

１.変更の理由
　当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定
款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の２千万株から５千万株に変更する
ものであります。

２.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

5
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取締役選任議案

第２号議案 取締役５名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当等

１ む ら た

村田
 

　
さ ぶ ろ う

三郎 代表取締役会長兼社長 再 任
　

２ な か の

中野
 

　
よ し お

義雄 常務取締役事業推進本部長 再 任
　

３ ふ か わ

布川
 

　
ふ み

文
や す

保 取締役経営管理本部長 再 任
　

４ た に

谷
 

　
ま さ ゆ き

正行 取締役 再 任 社 外 独 立
　

５ な か じ ま

中島
 

　
よ し お

義雄 取締役 再 任 社 外 独 立

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

　本総会終結の時をもって、取締役全員（５名）が任期満了となります。
　また、取締役武田利信氏は、2025年８月１日付で辞任により退任いたしました。
　つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

6
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取締役選任議案

候補者番号

１ む ら

村
 

 
た

田
 

　
さ ぶ

三
 

 
ろ う

郎（1947年１月16日生）
　

所有する当社の株式数………………1,492,772株
在任年数……………………………… 20年
取締役会出席状況…………………… 14/14回　

再 任
　

[略歴、当社における地位、担当］
1969年 4月 船井電機㈱入社
1978年12月 ㈱ビッグサンズ設立代表取締役社長
2006年 6月 当社取締役 　

2006年10月 当社取締役会長
2007年 6月 当社代表取締役会長兼社長（現任）
2021年 9月 ㈱スマートヘルスネット代表取締役

（現任） 　
[重要な兼職の状況］
㈱スマートヘルスネット代表取締役

取締役候補者とした理由
村田三郎氏は、2007年以来当社の代表取締役会長兼社長を務めており、長年にわたり当社の経営を担って
おります。その豊富な経験と実績を活かし、当社のグループ経営の推進を行うのに適任であると判断し、取
締役候補者としております。

候補者番号

２ な か

中
 

 
の

野
 

　
よ し

義
 

 
お

雄（1966年11月23日生）
　

所有する当社の株式数……………… 9,643株
在任年数……………………………… 14年
取締役会出席状況…………………… 14/14回　

再 任
　

[略歴、当社における地位、担当］
1995年10月 当社入社
2007年10月 当社執行役員経営推進本部商品部

部長
2009年11月 当社執行役員商品本部本部長 　

2012年 6月 当社取締役商品戦略本部長
2014年 6月 当社取締役ＳＡ＆ＮＢ本部長
2017年 6月 当社常務取締役事業推進本部長

（現任） 　
取締役候補者とした理由
中野義雄氏は、当社の商品戦略部門の責任者を務めるなど、新商品の企画等についての豊富な経験・実績・
見識を有しており、当社グループの商品戦略の策定・推進に適任であると判断し、取締役候補者としており
ます。

7
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取締役選任議案

候補者番号

３ ふ

布
か わ

川
 

　
ふ み

文
や す

保 （1969年６月18日生）
　

所有する当社の株式数……………… 6,797株
在任年数……………………………… 3年
取締役会出席状況…………………… 14/14回　

再 任
　

[略歴、当社における地位、担当］
1990年 ４月 当社入社
2007年 ５月 当社管理本部管理部経理課長
2008年 ７月 当社経営管理本部管理部次長 　

2011年 ７月 当社経営管理本部管理部長
2023年 ６月 当社取締役経営管理本部長（現任）

　

取締役候補者とした理由
布川文保氏は、長年当社の経理・財務部門に従事し、経理・財務に関する経験・実績・見識を有しており、
当社の取締役としての職務の適切な遂行と企業価値向上の推進に適任であると判断し、取締役候補者として
おります。

候補者番号

４ た に

谷
 

　
ま さ

正
 

 
ゆ き

行（1949年１月１日生）
　

所有する当社の株式数……………… －株
在任年数……………………………… 11年
取締役会出席状況…………………… 13/14回　

再 任

社 外

独 立
　

[略歴、当社における地位、担当］
1972年 4月 伊藤忠商事㈱入社
1985年10月 RICOH CORPORATION（米国）

副社長
1994年 5月 レックスマークインターナショナル

㈱代表取締役社長
1996年11月 ㈱ハイパーマーケティング設立代表

取締役社長 　

2002年 6月 船井電機㈱取締役
2007年 3月 ㈱ハイパーマーケティング代表取締

役社長（現任）
2015年 6月 当社社外取締役（現任） 　

[重要な兼職の状況］
㈱ハイパーマーケティング代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
谷正行氏は、企業経営において、豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に活かしていただくとともに、業務
執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を戴けると判断し、
社外取締役候補者としております。なお、同氏は独立性の基準及び開示加重要件に該当しないことから、一
般株主との利益相反取引が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。また、同氏の在任期
間は、本定時株主総会終結の時をもって11年であります。
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取締役選任議案

候補者番号

５ な か

中
 

 
じ ま

島
 

　
よ し

義
 

 
お

雄（1942年３月30日生）
　

所有する当社の株式数……………… －株
在任年数……………………………… 9年
取締役会出席状況…………………… 14/14回　

再 任

社 外

独 立
　

[略歴、当社における地位、担当］
1993年 6月 大蔵省（現財務省）主計局次長
2000年 3月 京セラミタ㈱代表取締役専務
2005年 6月 船井電機㈱取締役執行役副社長 　

2009年12月 セーラー万年筆㈱代表取締役社長
2017
2018

年
年

6
2
月
月

当社社外取締役（現任）
㈱Kエナジー代表取締役 　

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中島義雄氏は、企業経営において、豊富な経験と幅広い知見を有しており、その知見を当社の経営に活かし
ていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提
言・助言を戴けると判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は独立性の基準及び開示加重要
件に該当しないことから、一般株主との利益相反取引が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定してお
ります。また、同氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって９年であります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 谷正行氏は、過去に当社の子会社である㈱TOWAの非業務執行取締役であったことがあります。
３. 所有する当社の株式数には、ＴＢグループの役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。
４．谷正行、中島義雄の両氏は、社外取締役候補者であります。
５. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

当社は谷正行、中島義雄の両氏との間に、会社法第423条第１項の賠償責任を、当社定款範囲内の100万円以上であらかじめ定める金額ま
たは会社法第425条第１項が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。谷正行、中島義雄の両氏の再任が承認さ
れた場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務
の執行について、善意でかつ重大な過失がない時に限られます。

６. 当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容は事業報告の
「４会社役員の状況（７）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保
険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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スキル・マトリックス

氏 名 独 立 性 性別

専門性・経験

企 業 経 営 営業・事業企画・
マーケティング

技術・研究開発
( ハード・ソフ
ト・コンテンツ)

業 界 知 見 財 務 ・ 会 計 法務・リスク
マネジメント

取
締
役

村田　三郎 社 内 男性 ● ● ● ●

中野　義雄 社 内 男性 ● ● ●

布川　文保 社 内 男性 ● ●

谷　　正行 独立社外 男性 ● ● ● ●

中島　義雄 独立社外 男性 ● ● ●

監
査
役

信岡　孝一 社 内 男性 ● ● ●

榎　　卓生 社 外 男性 ● ● ●

村松　謙一 独立社外 男性 ● ● ●

（ご参考）スキル・マトリックス

　第２号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の構成は次のとおりとなります。

※該当するスキル・経験を１人４個まで記載しております。上記の表は各取締役・監査役の有するすべての知見を表示するものではありません。
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会計監査人選任議案

第３号議案 会計監査人選任の件

名 称 清流監査法人
事 務 所 東京都港区赤坂２丁目18番３号三葉ビル２階
沿 革 2010年２月　設立
概 要 構成人員　常勤社員　（公認会計士）　　　　５名

　　　　　非常勤職員（公認会計士）　　　  13名
　　　　　その他の監査実施職員　　　　　　１名
　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　  19名
関与会社　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５社

　当社の会計監査人である監査法人まほろばは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに
会計監査人の選任をお願いするものであります。
　なお、監査役会が清流監査法人を当社の会計監査人の候補者とした理由につきまして、当社の会計監査人である監
査法人まほろばが、日本公認会計士協会より上場会社等監査人名簿への登録を拒否されることとなり、同監査法人の
社員会において不服申し立て等を行わない旨の決議をし、2025年７月４日付で登録の拒否を受け入れることとした
旨の通知書を受領いたしました。これにより同監査法人による当社の監査業務の継続が不可能となったため、今期の
監査終了をもって会計監査人が異動することとなり、他の監査法人と比較検討を行った結果、清流監査法人が当社の
会計監査人として適任であると判断したためであります。
　本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

　（2026年３月31日現在）

以　上
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事業年度の事業の状況、対処すべき課題、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な子会社の状況

事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１ 企業集団の現況

連結売上高 24億60百万円 前期比+5.6％

連結営業損失 83百万円 前期比1億13百万円改善

連結経常損失 82百万円 前期比1億4百万円改善

親会社株主に帰属する当期純損失 1億95百万円 前期比1百万円悪化

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過および成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推移いたしま
した。一方、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇圧力、各種物価の上昇が続いているほか、金融資本市場の変
動な ど、依然として先行きには不透明な状況が続いております。
　このような情勢下、当社グループは、ハードウェアセールス主体のフロー型収益モデルから、ストック型収益モ
デルへシフトを図る事業開発を進めると共に、従来の法人向け大型サイネージに加え、新たに屋内向けサイネージ
事業の拡張に向けて、事業開発を行っております。
　当連結会計年度は、主要事業領域において積極的な取り組みを進めてまいりました。法人向け領域が好調に推移
し、ＬＥＤビジョン事業では大規模空港案件を含む受注拡大により大幅な増収増益となりました。電子レジスタ
ー・ＰＯＳ分野でも税務当局向けシステム等の導入が業績に寄与しました。当社ではチェーン組織を中心とした展
開拡大に向けた営業活動を強化しております。一方、ＳＭＢ領域を中心とする連結子会社は市場環境の悪化により
低調に推移しましたが、販売手法の見直しや新製品開発を進めております。また、連結子会社の事業の一部を譲渡
したことに伴い、事業譲渡益30百万円を特別利益として計上しましたが、一方で投資有価証券評価損１億８百万
円および減損損失25百万円を特別損失として計上しております。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高24億60百万円（前期比5.6％増）、営業損失83百万円（前期は
１億96百万円の営業損失、１億13百万円の改善）、経常損失82百万円（前期は１億86百万円の経常損失、１億
４百万円の改善）、親会社株主に帰属する当期純損失１億95百万円（前期は１億93百万円の親会社株主に帰属す
る当期純損失、１百万円の悪化）となりました。

当期実績
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事業年度の事業の状況、対処すべき課題、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な子会社の状況

ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業
　法人向けＬＥＤビジョン領域においては、チェーン組織を中心に販売パートナーと共に事業活動を
展開し、大手ドラッグストア、ファーストフード、葬儀場、シネマコンプレックス、公共インフラ、
商業施設など幅広い分野での受注・導入に成功しました。特に大規模空港案件の受注は、当期のみな
らず来期にもつながる重要案件となりました。これらの事業活動の進展により法人向けＬＥＤビジョ
ン領域は大幅な増収増益となり、売上は前期比200％を超える実績を達成しました。今後はチェーン
組織への水平展開を進め、複数施設への導入拡大を見込んでおります。
　一方、連結子会社が担うＳＭＢ領域（中小飲食店等）における販売活動は、厳しい市場環境の影響
を受け低迷しました。当社では法人向け事業の拡大が加速していることから、同領域を成長戦略の中
核と位置づけ、今後も経営資源を重点的に投入してまいります。
　その結果、ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業の売上高は15億54百万円（前期比11.6％増）となり、セグメント
利益は62百万円（前期は３百万円のセグメント利益、59百万円増）となりました。
※ＳＭＢとはＳｍａｌｌ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓの略で中小企業を意味する言葉
です。

1,554百万円
売上高

(前期比11.6%増)

Ｓ Ａ 機 器 事 業
　電子レジスターおよびＰＯＳ分野においては、全国の税務当局向けに開発した「インテリジェント
現金管理システム」の導入が業績に寄与しました。法人領域においても、大手流通店舗や医療業界へ
のセルフ決済システムの導入が進展しました。
　一方で、中小飲食店等を主な対象とするＳＭＢ領域においては、需要の減退により販売が低迷しま
した。このような状況を踏まえ、ＳＭＢ領域への販売手法を見直すとともに、大手企業の市場撤退に
伴う需要拡大を見据え、スタートアップ企業（成長見込み客）等を主な対象としたキャッシュレス対
応簡単レジ「ガチャレジ」の開発に着手しました。早期投入を図り、新たな期の成長戦略として位置
づけ、収益改善に努めます。
　施設運営領域では、直営の宿泊施設「ＭＡＹＵＤＡＭＡ　ＣＡＢＩＮ横浜関内」において、観光需
要の拡大に伴う宿泊者数の増加および客単価の上昇により、業績は大きく改善しました。また、連結
子会社である株式会社スマートヘルスネットにおいても、主要顧客であるホテル事業者からの設備関
連需要の拡大により、業績は改善傾向となりました。
　その結果、ＳＡ機器事業の売上高は８億96百万円（前期比3.3％減）となり、セグメント損失は１
億45百万円 （前期は１億98百万円のセグメント損失、53百万円の改善）となりました。

896 百万円

売上高

(前期比3.3%減)

区　分 売上高
（百万円）

前期比増減額
（百万円）

前期比増減率
（％）

営業利益
（百万円）

前期比増減額
（百万円）

前期比増減率
（％）

ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業 1,554 161 11.6 62 59 －
ＳＡ機器事業 896 △30 △3.3 △145 53 －

② 事業セグメント別の状況

事業セグメント別の状況
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事業年度の事業の状況、対処すべき課題、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な子会社の状況

③ 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資は、販売促進用器具備品取得及び顧客サービス用ソフトウェア導入等で総額20百万
円の投資を実施いたしました。

④ 資金調達の状況
　当社は販売の増加に伴う購買用資金の確保として34百万円の借入による資金調達を行いました。また、連結子
会社の㈱スマートヘルスネットにおいて短期借入金36百万円、㈱TOWAにおいて短期借入金5百万円の資金調達
を行いました。

(2) 対処すべき課題
　当社グループは、「喜んでもらう喜び　己も喜びたい」の社是の下、ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業およびＳＡ機器事業
を中核に「普及率ゼロ」の新商品およびビジネスモデルを創り、グッド３Ｋ（環境・健康・観光）分野でニッチ
トップ経営を目指します。また、当社グループは、安定的、永続的に成長するために、従来から「営業利益
率」、「１人当たり生産性」を重要な経営指標と認識しております。これら指標の改善を目指して、効率的な経
営に努め、企業価値の向上を図ってまいります。
　当社グループは、従来の法人向け大型サイネージに加え、新たに屋内向けサイネージ事業の拡張に向けて、事
業開発を行い、新たな法人顧客の獲得による販売の拡大を推進しております。また、ハードウェアセールス主体
のフロー型収益モデルから、サービス（役務）を同時に提供するストック型収益モデルへのシフトを図ると共
に、屋内市場に進出することで売上高の増加と収益を継続的に計上する事業構造への転換を図る為、以下の取り
組みにより更なる市場ニーズと顧客満足度を高め業績改善を図ってまいります。
[ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業］
　既存の屋外市場に加え、市場規模の大きい屋内市場にも注力するとともに、法人向け大型サイネージ販売を推
進する為、新たなパートナー企業の開拓によりアライアンスの強化に取り組みより一層の販売に注力いたしま
す。高精細ＬＥＤビジョンが開発され従来の屋内市場は主力のＬＣＤ商材から超高輝度高精細ＬＥＤビジョンへ
と主流が変化したことに伴い、チェーンストア及び公共交通機関、アパレル等の需要が拡大しているため、当社
が強みとしている高品質を担保した付加価値の高い商材を提供してまいります。当該マーケット向けにネットワ
ーク対応サイネージ、クラウド活用のＡＳＰ事業、システム企業との協業を進め継続収入が得られる地域密着型
デジタル広告事業のロケーション開拓を行ってまいります。

[ＳＡ機器事業]
　新たに大手企業が撤退したガチャレジ（会計機能に特化した低コストレジ）領域に向けた商品開発を行い早期
に市場に投入してまいります。また、キャッシュハイブリッド型セルフレジ「ＣａｓｈＨｉｖｅ」をはじめとし
たＳＡ機器は、「ＧＯ！プラットフォーム」に、レジスター・サイネージ等の各種サービスを統合し、新市場を
開拓し、セルフレジラインナップを強化し遠隔接客システムを融合させたセルフレジシステムの投入を推進いた
します。連結子会社の株式会社スマートヘルスネットは、ホテル分野、観光分野向け商材の事業を展開させ、地
方創生を経営方針と掲げ販売増加を推進いたします。
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事業年度の事業の状況、対処すべき課題、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な子会社の状況

連結売上高 29億10百万円 当期比18.3％増

連結営業利益 30百万円 当期比１億13百万円改善

連結経常利益 20百万円 当期比１億2百万円改善

親会社株主に帰属する当期純利益 10百万円 当期比2億5百万円改善

次期業績予想

　株主の皆様には、業績回復が遅れ不本意な業績に対し深くお詫び申しあげます。早期の収益黒字化に向け、今後と
もご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申しあげます。

区分 第89期
(2023年３月期)

第90期
(2024年３月期)

第91期
(2025年３月期)

第92期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売上高 (百万円) 2,347 2,304 2,329 2,460
経常利益（△損失） (百万円) △243 △230 △186 △82
親会社株主に帰属する当期純利益（△純損失） (百万円) △245 △244 △193 △195
１株当たり当期純利益（△純損失） (円) △22.94 △17.89 △14.15 △14.03
総資産 (百万円) 1,676 1,570 1,562 1,379
純資産 (百万円) 906 798 604 479
１株当たり純資産額 (円) 70.78 58.35 44.20 34.31

(3) 直前３事業年度の財産および損益の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

㈱ＴＯＷＡ 100,000千円 100％ デジタルサイネージおよびＬＥＤ表示機・照明、ＳＡ機器の販売

㈱スマートヘルスネット 130,000千円 100％ 病院向けシステム関連機器の販売・配信事業およびホテ
ル向けテレビシステム関連機器のレンタル・配信事業

(4) 重要な子会社の状況

15
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主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

部門 主要な事業内容
ＬＥＤ＆ＥＣＯ事業 デジタルサイネージ、ＬＥＤ表示機、ＬＥＤイルミ／ＥＣＯ事業企画・販売、広告事業

ＳＡ機器事業 ＰＯＳシステム・電子レジスターおよび周辺機器、電子マネー関連機器、有料放送サービス、
カプセル型宿泊施設向け製品、宿泊施設の運営、医療・健康分野関連への商材等の企画・製造・販売

　当社グループの主要な事業内容は下記のとおりであります。

(6) 主要な事業所（2026年３月31日現在）

名称 所在地
本社 東京都文京区
宇都宮センター 栃木県宇都宮市
新潟物流センター 新潟県阿賀野市
長野センター 長野県安曇野市

名称 所在地
㈱ＴＯＷＡ 東京都文京区
㈱スマートヘルスネット 東京都文京区

① 当社

② 主要な子会社の事業所

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

使用人数 前連結会計年度末比増減
118名 ７名減

（注）１．使用人数には、契約社員等（28名）は含んでおりません。
２．当社グループにおいて、使用人数をセグメント別に区分することが困難なため、セグメント別の記載はしておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

借入先 借入額
朝日信用金庫 184
㈱りそな銀行 114
㈱ビッグサンズ 45
朝日生命保険相互会社 39

（単位：百万円）
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株式の状況、新株予約権等の状況

2 株式の状況 （2026年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株
(2) 発行済株式の総数 13,996,942株
(3) 株主数 6,727名

株主名 持　株　数 持 株 比 率

村田　三郎 1,492千株 10.68％

株式会社ホスピタルネット 823 5.90

株式会社ビッグサンズ 705 5.05

原　信夫 532 3.80

楽天証券株式会社 313 2.24

株式会社SBI証券 265 1.90

久原　須美代 222 1.59

北浜IRファンド第３号投資事業有限責任組合 200 1.43

木村　敏数 196 1.40

J.P.MORGAN　SECURITIES　PLC 179 1.29

(4) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（17,856株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

３ 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

4 会社役員の状況
(1) 取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長 村　田　三　郎 ㈱スマートヘルスネット代表取締役
常務取締役 中　野　義　雄 事業推進本部長
取締役 布　川　文　保 経営管理本部長
取締役 谷　　　正　行 ㈱ハイパーマーケティング代表取締役社長
取締役 中　島　義　雄
常勤監査役 信　岡　孝　一
監査役 榎　　　卓　生 ㈱マネージメントリライアンス代表取締役
監査役 村　松　謙　一 光麗法律事務所所長

区分 支給人員 支給額
取締役 ５名 34,989千円
（うち社外取締役） （２名） （6,480千円）
監査役 ３名 9,162千円
（うち社外監査役） （２名） （5,832千円）
　合計 ８名 44,151千円

（注）１. 取締役谷正行、中島義雄の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役榎卓生、村松謙一の両氏は、社外監査役であります。
３. 監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４. 取締役谷正行、中島義雄の両氏および監査役村松謙一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており

ます。
５. 2025年８月１日をもって、武田利信氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時における重要な兼職は株式会社ホスピタルネット代表

取締役でありました。

(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給人員数は、無報酬の取締役１名（うち社外取締役が０名）を除いております。
２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 取締役の報酬限度額は、1990年５月２日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議

いただいております。当該臨時株主総会終結時点での取締役の員数は17名です。
４. 監査役の報酬限度額は、1993年６月29日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株

主総会終結時点での監査役の員数は３名です。
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会社役員の状況

(3) 役員の報酬等の内容決定に関する方針
　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬内容の決定方法及び決定された
報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
　当社役員の報酬については、金銭による基本報酬のみで構成されており、独立役員である社外取締役を含む取締
役会にて、経営内容、経済情勢、役位職責等を考慮して基本方針を決定しております。取締役の個人別の報酬につ
きましては、株主総会決議に基づく報酬限度額内で、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長村田三郎が、総
額および個人配分を決定する権限の委任を受けるものとします。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績
を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役会長兼社長が最も適しているからであります。監
査役の報酬は、株主総会決議に基づく報酬限度額内で、監査役の協議によって個人別の報酬額を決定しておりま
す。

(4) 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役谷正行氏は、㈱ハイパーマーケティングの代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の
関係はありません。

・監査役榎卓生氏は、㈱マネージメントリライアンスの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の
関係はありません。

・監査役村松謙一氏は、光麗法律事務所の所長であります。当社と兼職先である光麗法律事務所とは弁護士委任
契約を締結しております。
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会社役員の状況

地位 氏名 取締役会出席状況 監査役会出席状況 発言状況及び社外取締役に期待される役割に関し
て行った職務の概要

取締役

谷　　　正　行 14回中13回
（92.8％） －

同氏は、米国企業を含む様々な企業経営者として
の豊富な経験を有し、取締役会では、経営的視点
および国際的観点から助言や提言を行い、有意義
な意見や指摘、意思決定の妥当性を確保するため
の適切な役割を果たしております。

中　島　義　雄 14回中14回
（100％） －

同氏は、大蔵省（現財務省）や様々な業界の企業
経営の経験を有し、取締役会では、幅広い知見と
豊富な経営経験に基づいた助言や提言を行い、意
思決定の妥当性や適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。

監査役

榎　　　卓　生 14回中14回
（100％）

13回中12回
（92.3％）

同氏は、代表取締役および独立社外監査役との意
見交換会などの場において、公認会計士としての
専門的見地に基づく発言を行っており、会計監査
の品質向上に貢献いたしました。

村　松　謙　一 14回中13回
（92.8％）

13回中12回
（92.3％）

同氏は、代表取締役および独立社外監査役との意
見交換会などの場において、弁護士としての専門
的見地に基づいて、コンプライアンスに関する発
言を行い、透明性および実効性の向上に向けた議
論の向上に貢献いたしました。

② 当事業年度における主な活動状況

(6) 責任限定契約の内容の概要
　当社と全ての社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、当社定款範囲内の100万円以上で
あらかじめ定める金額または会社法第425条第1項が規定する額のいずれか高い額を限度としております。

(7) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で、当社および「１（４）重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の取締役および
監査役を被保険者とした会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該
契約内容は以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用および損害賠償金
等を補填の対象としております。

・被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等に
ついては補填の対象外としています。

・当該契約の保険料は被保険者が一部負担しております。
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会計監査人の状況

5 会計監査人の状況

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

② 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 20,000千円

(1) 会計監査人の名称　　監査法人まほろば

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区
分しておりませんので、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断し、会
計監査人の報酬等の額に同意いたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員
の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いた
します。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流動資産

現金及び預金

受取手形、売掛金及び契約資産

商品及び製品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具器具備品

賃貸資産

土地

リース資産

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

差入保証金

その他

貸倒引当金 　

1,129,562

262,725

297,949

350,449

143,926

81,631

△7,120

250,025

65,222

23,621

8

19,987

0

16,798

4,805

22,224

162,579

90,612

98,858

47,792

△74,685 　

流動負債 618,601
支払手形及び買掛金 152,328

短期借入金 218,870

１年内返済予定の長期借入金 42,552

未払費用 83,173

未払法人税等 13,608

未払消費税等 17,931

賞与引当金 16,476

その他 73,661

固定負債 281,377
長期借入金 171,486

退職給付に係る負債 80,665

繰延税金負債 1,326

その他 27,899

負債合計 899,978
純資産の部
株主資本 476,728
資本金 1,057,959
資本剰余金 625,048
利益剰余金 △1,196,913
自己株式 △9,366
その他の包括利益累計額 2,881
その他有価証券評価差額金 2,881

純資産合計 479,609
資産合計 1,379,588 負債・純資産合計 1,379,588

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）

科目 金額

売上高 2,460,693
売上原価 1,075,686
売上総利益 1,385,006

販売費及び一般管理費 1,468,006
営業損失 83,000

営業外収益
受取利息及び配当金 264
貸倒引当金戻入額 8,438
持分法による投資利益 1,503
その他 7,022 17,229

営業外費用
支払利息 11,089
為替差損 4,260
その他 981 16,331
経常損失 82,101

特別利益
事業譲渡益 30,466 30,466

特別損失
投資有価証券評価損 108,057
減損損失 25,631
その他 21 133,709
税金等調整前当期純損失 185,345
法人税、住民税及び事業税 9,721
当期純損失 195,067
親会社株主に帰属する当期純損失 195,067
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貸借対照表

貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
売掛金
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
保険積立金
差入保証金
関係会社長期未収入金
その他
貸倒引当金 　

893,238
183,716
318,865
329,562
143,860

2,660
89,340

△174,768
174,969
63,829
21,917

354
0
0

17,698
23,859
16,845
12,534
4,311
94,294
90,262

0
261,650
39,538
36,199

435,240
338

△768,935 　

負債の部
流動負債 420,116

支払手形 7,141
買掛金 140,475
短期借入金 134,370
１年内返済予定の長期借入金 15,000
未払費用 32,729
未払法人税等 9,663
賞与引当金 7,979
その他 72,757

固定負債 129,199
長期借入金 51,250
退職給付引当金 76,242
繰延税金負債 1,326
その他 380

負債合計 549,315
純資産の部
株主資本 516,010
資本金 1,057,959
資本剰余金 546,840
資本準備金 351,370
その他資本剰余金 195,470
利益剰余金 △1,079,423
その他利益剰余金 △1,079,423
繰越利益剰余金 △1,079,423

自己株式 △9,366
評価・換算差額等 2,881
その他有価証券評価差額金 2,881
純資産合計 518,891

資産合計 1,068,207 負債・純資産合計 1,068,207

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）

科目 金額

売上高 1,631,375
売上原価 936,437
売上総利益 694,937

販売費及び一般管理費 828,750
営業損失 133,812

営業外収益
受取利息及び配当金 302
受取手数料 937
貸倒引当金戻入額 2,460
その他 2,110 5,810

営業外費用
支払利息 6,889
為替差損 4,260
その他 172 11,322
経常損失 139,325

特別損失
投資有価証券評価損 108,057
減損損失 14,983
その他 0 123,040
税引前当期純損失 262,365
法人税、住民税及び事業税 5,436
当期純損失 267,802
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連結会計監査報告

監査法人まほろば
　東京都港区
指 定 社 員 公認会計士 井　尾　仁　志業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 上　田　泰　司業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

株式会社ＴＢグループ
　取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＴＢグループの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＴＢグルー
プ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的
影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　連結注記表の重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2026年５月15日開催の取締役会決議に基づき、今後の
運転資金の確保を目的として100,000千円の借入を実行した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書
類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、
連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

監査法人まほろば
　東京都港区
指 定 社 員 公認会計士 井　尾　仁　志業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 上　田　泰　司業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

株式会社ＴＢグループ
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＴＢグループの2025年４月１日から2026年３月31日までの
第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影
響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　個別注記表の重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2026年５月15日開催の取締役会決議に基づき、今後の
運転資金の確保を目的として100,000千円の借入を実行した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又
は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が
国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか
どうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第92期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監
査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、経営管理本部その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会
社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書および個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書お
よび連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人まほろばの監査の方法および結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人監査法人まほろばの監査の方法および結果は相当であると認めます。

株式会社ＴＢグループ　監査役会

常勤監査役 信　岡　孝　一 ㊞
社外監査役 榎　　　卓　生 ㊞
社外監査役 村　松　謙　一 ㊞

2026年５月21日

　

監査役会の監査報告

以　上
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地図

見やすく読みまちがえにくい
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を採用しています。

株主総会会場ご案内図
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最寄駅
・ＪＲ中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口（東京駅寄りの改札）より徒歩５分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」Ｂ１出口より徒歩５分
・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」１番、２番出口より徒歩５分


